
〇 教育委員会による導入計画の策定
〇 国や都道府県等の丁寧な説明等により、類似の
仕組みからの段階的な移行を促進

〇 高校、特別支援学校、幼稚園等においても、学校
種の特性を踏まえつつ導入を推進

〇 学校と地域をつなぐ総合的な企画・調整役を担う
地域学校協働活動推進員の配置促進・機能強化

〇 都道府県教育委員会のアドバイザーの配置等、
教育委員会の伴走支援体制の構築

〇 適切かつ多様な学校運営協議会委員の人選

〇 両取組の相乗的な連携・協働の推進
〇 学校と地域が連携・協働した教育活動により、放課
後等の学習支援等、多様な課題への対応を推進

〇 子供たちの地域社会への参画や大人の学び等、
地域課題解決のプラットフォームとしての活用

３．これからのコミュニティ・スクールの在り方

コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ（概要）
～ 学校と地域が協働する新しい時代の学びの日常に向けた 対話と信頼に基づく学校運営の実現 ～
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１．コミュニティ・スクールに関する現状 ２．コミュニティ・スクールの成果と課題

４．コミュニティ・スクール推進のための国の方策

○ コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民等が学校運営に参画する仕組みとして、平成16年の地教行法の改正により制度化
○ 平成29年の地教行法改正により、学校運営協議会の設置が各教育委員会の努力義務化

➤ 平成29年改正法により、導入数は飛躍的に増加（令和3年5月時点で11,856校（全国の公立学校の33.3％）が導入）
➤ 教育課程や働き方改革等学校運営に大きな効果、コロナ禍において地域との連携・協働による学校運営の重要性を一層認識
➤ 導入状況の自治体間・学校種間格差や、導入したものの十分な協議がなされず形式的な学校運営協議会になっている事例

関係者の十分な理解と相互の信頼関係の中で、教育長のリーダーシップの下、教育委員会が主体的・計画的にすべての学校への

コミュニティ・スクールの導入を加速し、国はその取組を支援。地域との連携・協働により、対話と信頼に基づく学校運営を実現

〇 教育委員会の主体的・計画的な取組、活動への支援（地域学校協働活動推進員の配置促進・常駐的な活動の支援、教育活動充実のための支援等）

〇 教育委員会の伴走支援体制構築の支援（都道府県教育委員会へのアドバイザーの配置促進、ＣＳマイスターの派遣等によるプッシュ型支援、研修支援等）

〇 コミュニティ・スクールに関わる関係者の理解促進（教育長・首長の理解促進、フォーラム・広報の実施、コミュニティ・スクールの実態把握等） など

〇 現行の制度（学校運営の基本方針の承認等３つの権限、教育委員会の努力義務等）➡ 現行制度下において導入数の飛躍的な伸びや学校運営への多大な効果

〇 導入促進上の課題や運営上の課題（類似の仕組みとの混同、形式的な会議、学校支援活動との混同等） ➡ 関係者の更なる理解促進が必要

【 取組の方向性 】

（1）コミュニティ・スクールの導入促進 （2）コミュニティ・スクールの質的向上
（3）コミュニティ・スクールと

地域学校協働活動の一体的推進

【 これからのコミュニティ・スクールの在り方 】

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進により、地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりを進め、
未来を担う子供たちの成長を地域全体で支える社会の実現

コミュニティ・スクール
導入数の推移

経緯:平成29年の地教行法改正法附則において、施行後５年を目途として、学校運営協議会の活動の充実・設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加えることとされている


